
・地域で子育てをしながら生活する家庭のさまざまな

困りごとについて、一緒に考える相談機関です。 

・必要に応じて区役所や児童相談所、学校、病院や療

育センターなどとも協力し合います。 

・児童家庭支援センターでは短期間お子さんを預かる

サービスや、その他に自由に参加出きる地域交流事業

を行っています。 

 

・児童家庭支援センターみなとは、聖母愛児園の敷地

内にあります。 

 
（児童家庭支援センターは児童福祉法に規定された児童福祉施設です。） 

児童福祉法に定められた児童福祉施設です。 

児童相談所を通して、家庭の事情によって家族と

一緒に暮らせない子どもたち（概ね2歳～18歳）

が、毎日の生活を家庭のように過ごすところで

す。 

お子さん自身の悩み、お子さんや家庭に関する心配

ごとなどを来所・電話・メールによって相談員や心

理士が応じます。 

児童家庭支援センター概要 

聖 母 愛 児 園 と は 

事 業 説 明 

相 談 事 業 

   相談時間 10:00～17:00 

   電  話 045(663)2759 

  E-mail  info-3710@minato.jpn.org 
  ＊メール相談は返信までにお時間をいただく場合がございます。 

＊相談無料 ＊秘密は厳守します。 

心 理 療 法 

お子さんの不安やイライラ、困った行動、心配な行

動の背景について理解し、カウンセリングやプレイ

セラピーを通して改善を目指します。 

横浜市からの委託のもと、2歳～12歳（小学校6年

生まで）のお子さんを対象に、育児疲れなどの理由

で、一時的に家庭でお子さんの養育ができない場

合、短期間お預かりする事業を行っています。 

■利用の際は、区役所または児童相談所での利用登

録が必要となります。利用を希望される場合は、お

住まいの区の区役所または児童相談所へお問い合

わせください。 

地域の仲間作りの場を提供したり、子育てに関する

講座を開いたりします。 

子 育 て 短 期 支 援 事 業 

ショートステイ トワイライトステイ 休日預かり 

24時間 

（宿泊含む） 

平日の 

15時～22時 

土日・祝日の 

7時～20時 

地 域 交 流 事 業 



〒231-0862 

横浜市中区山手町68（聖母愛児園内） 

電話 045(663)2759 

http://minato.jpn.org 

社会福祉法人 キリスト教児童福祉会 

児童家庭支援センター 

みなと 

2011年10月開所 

区や児童相談所からの紹介 

直接のご相談 

みなとで初回面接 

今後について一緒に 

考えます 

支援を開始します 

利用の流れ 


